
移行スケジュール
要支援認定
更 新 者

平成２９年
４月１日更新者 ５月１日更新者 ・・・

平成３０年
１月１日更新者 ２月１日更新者 ３月１日更新者 ４月１日更新者

（更新前）
有効期間終了日

２９.３.３１ ２９.４.３０ ・・・ ２９.１２.３１ ３０.１.３１ ３０.２.２８ ３０.３.３１

更新手続き時期
２９.１.３０～
２９.３.３１

２９.３.１～
２９.４.３０

・・・ ２９.１１.１～
２９.１２.３１

２９.１２.２～
３０.１.３１

２９.１２.３０～
３０.２.２８

３０.１.３０～
３０.３.３１

平成２９年４月 ５月 ・・・ 平成３０年１月 ２月 ３月 ４月

平成２９年
４月１日更新者

５月１日更新者

・
・
・

平成３０年
１月１日更新者

２月１日更新者

３月１日更新者

４月１日更新者

総合事業（訪問型サービス・通所型サービス）

総合事業（訪問型サービス・通所型サービス）

予防給付

予防給付

予防給付

予防給付

予防給付

＊平成29年4月1日までに要支援認定を受けている人の介護予防訪問介護・介護予防通所介護については、
認定更新までは予防給付、認定更新後から総合事業（訪問型サービス・通所型サービス）となります。

＊平成29年4月1日以降に、新規で認定申請を行い、結果が要支援の人については、総合事業（訪問型サービス・
通所型サービス）となります。

総合事業
（訪問型サービス・通所型サービス）

総合事業（訪問型サービス・通所型サービス）

総合事業（訪問型サービス・通所型サービス）

総合事業（訪問型サー
ビス・通所型サービス）


